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１【提出理由】

　2026年６月19日開催の当社第161期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月19日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役として、長尾裕、櫻井敏之、阿波誠一、チャールズ・イン、池田潤一郎、木原民（戸籍上の氏

名は、磯部民）、クリスティン・エドマンおよび藤本昌義の８氏を選任する。

 

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、佐々木勉氏を選任する。

 

第３号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について、基本報酬額を年額467百万円以内（うち社外取締役分145百万円以内）、取

締役（社外取締役を除く）に支給する短期業績連動報酬を年額272百万円以内および中長期業績連動

型株式報酬を年額304百万円以内とする。

 

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額について、年額157百万円以内とする。

 

第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、予め定める１事業年度の業績目標達成度等に応じて算定される

数の当社普通株式である譲渡制限付株式を交付する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度を導

入する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案    （注）１ （注）３

長尾　裕 2,401,649 316,988 0  可決（88.24）

櫻井　敏之 2,697,797 20,844 0  可決（99.12）

阿波　誠一 2,697,195 21,446 0  可決（99.10）

チャールズ・イン 2,458,101 260,542 0  可決（90.31）

池田　潤一郎 2,622,250 96,393 0  可決（96.34）

木原　民 2,622,415 96,228 0  可決（96.35）

クリスティン・エドマン 2,077,532 641,111 0  可決（76.33）

藤本　昌義 2,702,510 16,134 0  可決（99.29）

第２号議案    （注）１ （注）３

佐々木　勉 2,696,668 21,976 0  可決（99.08）

第３号議案    （注）２ （注）３

 2,706,037 12,258 350  可決（99.42）

第４号議案    （注）２ （注）３

 2,709,688 8,607 350  可決（99.56）

第５号議案    （注）２ （注）３

 2,706,133 11,334 1,171  可決（99.43）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主

分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の

数の割合であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上
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